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平成３１年４月白河市教育委員会定例会会議録 

 

日  時 平成 31 年 4 月 23 日（火） 

         開  会 午後 2 時 59 分 

閉  会 午後 3 時 48 分 

 

場  所 白河市役所地下第１会議室 

 

報告事項 

 （１）教育長報告 

 （２）各課所報告 

 

議  事 

議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第１号 白河市公民館運営審議会委員の委嘱について） 

議案第２３号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第２号 白河市スポーツ推進審議会委員の任命について） 

議案第２４号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第３号 白河市学校教育指導員の委嘱について） 

 

○ 出席委員 

教育長   芳賀 祐司  １番委員 金子 英昭  ２番委員 鈴木 きよ子 

３番委員 永山 均   ４番委員 沼田 鮎美 

 

○ 出席説明員 

理事兼教育次長    菊地 浩明   教 育 総 務 課 長    水野谷 茂 

学校教育課長    根本 秀一     生涯学習スポーツ課長    田崎 修二 

中央公民館長    橋本 薫    図 書 館 長    田中 伸哉 

健康給食推進室長    藤田 和宏 

学校教育課主幹兼課長補佐   和知 秀年 

学校教育課課長補佐兼管理係長 松本 英之 

学校教育課指導主事      石塚 隆広 

 

○ 書記 

教育総務課課長補佐兼総務係長 宮尾 宏樹 
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【午後 2 時 59 分開会】 

 

○教育長  

これより平成３１年白河市教育委員会４月定例会を開会いたします。それでは、ただち

に本日の会議を開きます。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

○教育長  

これより日程に入ります。日程第２、会期の決定ですが、白河市教育委員会会議規則第

４条の規定により本日１日間といたします。 

 

日程第３ 書記の指名 

 

○教育長 

次に日程第３、書記の指名を行います。書記には教育長において、宮尾教育総務課課長

補佐を指名します。 

 

日程第４ 教育長報告 

 

○教育長  

次に日程第４、報告事項に入ります。それでは、5 点報告いたします。 

まず 1 点目ですが、小学校・中学校の入学式、そして幼稚園の入園式ではたいへんお世

話になりました。新入生は小学校全体で 435 人で一番多い学校は白河二小で 82 人、少ない

学校は信夫二小で 2 人でした。前年度から比べて約 90 名減っておりますが、震災の次の年

に生まれた子どもたちですので、その影響を受けていると思われます。ちなみに次年度は

500 人を超えると推計しております。中学校では全体で 559 人で前年度とほぼ同じで、一

番多い学校で白二中で 160 人、一番少ない学校は五箇中で 18 人でした。本年度白河市全体

での小中学生の数は 4,761 人となります。 

2 点目ですが、4 月 11 日（木）に小学 4 年生から中学 2 年生までを対象にした「ふくし

ま学力調査」が、4 月 18 日（木）には小学 6 年生と中学 3 年生を対象とした全国学力学習

状況調査が行われました。どちらのテストも国語、算数数学ですが、全国学力学習状況調

査では、中学 3 年生にさらに英語が加わりました。英語では「聞くこと」「読むこと」「書

くこと」「話すこと」の 4 つの領域でのテストがあり、特に「話すこと」では、問いに対す

る答えを英語で話した生徒の声を録音し、それを採点することとなっております。7 月末に

は結果が届くようになっておりますが、結果を分析し、指導方法の改善を図り、児童生徒

の学力を高めてまいります。 

3 点目ですが、中学校の修学旅行は今週に 4 校が、残りの 4 校が 9 月 9 日（月）からの

週に実施されます。4月がとても慌ただしいということから9月に移行する傾向があります。 
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4 点目ですが、小学校の運動会は 5 月 25 日に、小田川小、五箇小、関辺小、信夫二小、

大屋小の 5 校が、その他の小学校は 5 月 18 日に実施予定となっていますので、よろしくお

願いします。各小学校とも、10 連休の後に本格的に準備や練習を行うようになりますが、

当日はぜひ、晴れてほしいと思っております。 

5 点目ですが、平成 31 年度が始まり、5 月からは元号が「令和」となります。より充実

した教育行政を推進していきたいと思いますので、委員の皆様方には本年度も、忌憚のな

いご意見をいただければと思います。どうぞお力添えのほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

日程第５ 議事 

 

○教育長  

次に日程第５、議事に入ります。はじめに、議案第２２号「専決処分の承認を求めるこ

とについて」を議題とします。内容の説明を求めます。 

 

○中央公民館長  

白河市公民館運営審議会委員について、人事異動により委員が欠員となるため、白河市

公民館条例第１５条第２項の規定により、委嘱するものです。 

 

○教育長  

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

（ 質疑なし ） 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。 

 

○教育長  

これより、採決いたします。議案第２２号は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○教育長  

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

○教育長  

次に、議案第２３号「専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。内容の

説明を求めます。 

（ 生涯学習スポーツ課長説明 ） 

 



 4 

○生涯学習スポーツ課長 

白河市スポーツ推進審議会委員について、人事異動により委員が欠員となるため、白河

市スポーツ推進審議会条例第４条第１項により、任命するものです。 

 

○教育長  

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

 

（ 質疑なし ） 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。 

 

○教育長  

これより、採決いたします。議案第２３号は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○教育長  

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

○教育長  

次に、議案第２４号「専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。内容の

説明を求めます。 

 

○学校教育課長 

白河市学校教育指導員について、白河市学校教育指導員設置規則第５条の規定により任

期が１年とされていることから、同規則第４条の規定により、委嘱するものです。 

 

○教育長  

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

 

○金子委員 

 ３年ぐらいを目安に指導員をお願いしているということだが、今年初めて委嘱される方

について教えてください。 

 

○学校教育課長  

（ 今回初めて委嘱される者について説明 ） 

 

○教育長 
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これにて質疑を終了いたします。 

 

○教育長 

これより、採決いたします。議案第２４号は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（ 異議なしの声あり ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 各課所報告 

 

○教育長 

次に日程第６、「各課所報告」に入ります。各課所の取り組みや課題など、説明が必要と

思われる事案についてご報告いただきます。それでは、教育総務課よりご報告をお願いし

ます。 

 

（ 各課所長より行事報告の資料に基づき主な行事を報告 ） 

 

○教育長 

これより一般質問に入ります。ただいまの各課所報告並びに本市の教育行政一般に関し、

ご質問をお受けいたします。 

 

○鈴木委員  

公民館主催教室の抽選方法ですが、表郷、大信、東の公民館の教室について、他の地域

の方が多くなってしまうのは仕方のないことなのでしょうか。 

 

○中央公民館長  

 確かに、地域優先というのも必要ではないかというご意見も承っております。ただ、中

央公民館の教室についても表郷、大信、東から参加いただいております。オール白河とい

う考え方でおりますが、今後、色々な意見を加味しながら良い方法を考えていきたいと思

います。 

 

○鈴木委員 

 人気の教室は同じ教室を二度開催しているように、対応していることは分かりますが、

抽選により生涯学習に意欲のある方を遮ってしまっているところもあるのではないでしょ

うか。そのような方について何とか対応できないのかと感じました。 

 

○中央公民館長  
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 抽選ですので、例えば４つの教室に申し込んで、４つ全て当選する方もいます。逆に、

４つの教室に申し込み、全てはずれてしまう方もいます。現在の抽選という方法では、そ

のような実例があることも事実です。どのような方法が良いのか、皆様から意見をいただ

きながら、来年度に向けて考えていきたいと思います。 

 

○金子委員  

 体育協会の教室の受講者の１人として感想を良いでしょうか。オール白河という考え方

には異論ありません。ただ、先ほどの４教室全てに当選する人、全てはずれてしまう人と

いうのは、配慮できるのではないかと思います。受講希望の動きを見て、せめて１人１教

室は受講できるような方法を考えた方が良いのではないかと思いました。 

 

○中央公民館長  

ご意見承りまして、広く受講できる形が取れればと思います。今後検討させてください。 

 

○鈴木委員  

 もう１点よろしいでしょうか。卒業式、入学式に参列させていただいて感じたことを申

し上げます。卒業式でも入学式でも開式の言葉を教頭先生が述べると思うのですが、ある

時から礼をしなくなりました。しかし、今回は、学校によっては教頭先生が礼をしてから

開会の言葉を述べていました。一度足並みがそろったと思ったのですが、また対応がまち

まちになっており、それはどうなのかと思ったのです。先生方にとっては、あの場で礼を

しないというのはやりにくいのではないかと見ておりました。 

 

○学校教育課長   

 意義を再確認して、そろえたいと思います。 

 

○永山委員  

 卒業式と入学式に関連してですが、今回から来賓紹介及び教育委員紹介で教育委員を紹

介しないという話だったかと思うのですが、初めてということもあり、徹底されておりま

せんでしたので、次回から統一をお願いします。 

 また、以前の定例会で防犯ブザーを常陽銀行さんからいただいたという話を、大変あり

がたいと聞いていたのですが、信夫第一小学校の父兄の方と偶然話をしたところ、防犯ブ

ザーを２つもらったという話でした。全学校で２つ配付されたのか信夫第一小学校だけが

２つ配付されたのかわからないのですが、どちらからか同じような寄附があったのでしょ

うか。 

 

○学校教育課長  

 常陽銀行さんからの寄附は今年で２年目になるのですが、初めの年にそのような話があ

ると各学校に話した際に、何校かすでに他の団体から寄附をいただいているという話でし

た。そこで、重複しないようにと調整しましたので、そのように重複して配付した学校が
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あることは把握しておりませんでした。 

 

○教育長 

他になにかございますか。  

 

○金子委員  

 ２ページ、学校教育課の報告に「新採用教職員・新規期限付任用教職員辞令確認」とあ

り、新採用１７名、新規講師１０名との記載がありますが、県教育委員会の最近の小中高

校の教員の採用状況について説明をお願いします。また、新採用１７名のうち講師経験者

は何名いて、大学から現役での採用者は何名なのか、把握していれば教えてください。そ

れから、初任者研修を１年間かけて行うわけですが、その内容を簡単に説明願います。 

 

○学校教育課長 

 講師経験者等については手元に資料がないため、次回説明いたします。 

 

○教育長 

 採用者数ですが、今年は小学校が約２４０名、中学校が約７５名、来年の採用は小学校

が３００名程度、中学校が倍の１５０名程度となる見込みです。大量退職を迎え、教員が

必要になってきているのは確かです。退職後に再任用される方もいるのですが、教員のな

り手が少なくなってきており、教員不足という状況が全国的傾向です。現に、福島県でも

産休、育休取得者に対する補充者がなかなかみつからない状況です。以前は採用人数が少

なかったので、新採用の教員は講師経験を積んだ方が多かったのです。しかし、現在は、

大学新卒者の占める割合が多くなってきているというのが私の印象です。ですから、初任

者の先生方への指導は、学校、教育委員会、教育事務所が連携して取り組んでいかなけれ

ばならない大きな課題だと思っています。様々な経験をし、指導技術にも長けている方が

退職され、新しい方が入ってくるわけですから、やはり差が出てきます。しかし、学校に

はベテランの先生が若い先生を教えるという文化があります。それをより充実させていく

ことが大事なのではないかと感じています。 

 

○学校教育課長 

 初任者研修の内容についてですが、指導教員がつき、教師の心構え、学習指導、生徒指

導といった観点で学ぶことになります。指導教員のつき方には３種類あります。一人配置

校方式と拠点校方式、それからメンター方式とありまして、メンター方式は新しく取り入

れられたもので、市内で導入している学校はありません。一人配置校というのは、新採用

教員の所属する学校内にその教員を指導する者をつくり、週２日程度指導及び助言に当た

ります。その時間は、新採用教員が指導しなければならない学級、教科が空いてしまいま

す。あるいは、指導する教員が授業を持っていれば、そちらが空いてしまいます。実際に

は、教頭先生や学級を担任していない先生が指導教員を担当し、できるだけ空く教室がな

いようにはしていますが、その空いてしまう教室のために補充の教員が入ります。それを
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一人配置校方式と言っております。また、拠点校方式ですが、拠点校指導教員という経験

豊富な教員が、白河市内では白河第三小学校と関辺小学校に配置されています。いずれも

校長経験者です。その教員が４校から５校、曜日ごとに学校をまわり、新採用教員を指導

します。１年間かけて、教員としての資質が身に付くよう研修をしております。 

 

○金子委員 

拠点校指導教員は校長経験者ということですが、ここ何年かはそういう流れなのでしょ

うか。あえて校長経験者にお願いしているということでしょうか。 

 

○学校教育課長 

 県南地区への配置は、校長経験者に限ってはおりません。 

 

○教育長 

 全県的には、今年から退職された校長が、校長として再任用されるようになりましたが、

そうではなく普通の教員として再任用された場合、校長経験者という指導力のある方を拠

点校指導教員にするところが増えてきています。そのような傾向は今後も続くのではない

かと思います。 

 

○金子委員 

 経験豊富な方がそのような指導的な立場でアドバイスするのは良いことだと思います。

この何年間かは講師経験のない新採用の先生が増えてくるわけですから、なおさらそう思

います。若さとエネルギーはありますが、経験値は低いので、それをカバーするのがその

ような方であると思います。ありがとうございました。 

 

○教育長 

他に質問はございますか。ないようですので、これにて一般質問を終了いたします。 

 

日程第７ その他 

 

○教育長  

次に日程第７、その他に入ります。各課の取り組みや課題などについてご意見・ご質問

等がございましたらこの場で取り上げたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 

（ 非公開 ） 

○学校教育課長 

 もう一点は情報提供です。白河信用金庫さんより、白河第一小学校の器楽クラブが日本

一になったことを記念し、２００万円を楽器として寄贈いただきます。以上です。 

 

○教育長  
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他にございますか。それでは、以上で、白河市教育委員会４月定例会を閉会いたします。 

 

【午後 3 時 48 分閉会】 
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以上の記録が正確なことを認め、ここに署名する。 

 

 令和元年５月２１日 

 

 

  教 育 長 

 

 

  １番委員 

 

 

  ２番委員 

 

 

 ３番委員 

 

 

  ４番委員 


